
１１ 犯罪被害者やその家族の人権問題 

（１）現状と課題 

 犯罪被害者やその家族の多くは、その権利を尊重されてきたとは言い難いば

かりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされて

きました。   

 平成１２（２０００）年に「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事

手続きに付随する措置に関する法律」、平成１６（２００４）年に「犯罪被害者

等基本法」の制定、平成２０（２００８）年に経済的支援の充実を図った「犯罪

被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」への改正な

ど、犯罪被害者やその家族への保護や支援の制度が整えられてきました。 

 しかしながら、犯罪に遭った人やその家族は、生命や身体、財産上の直接的な

被害だけでなく、精神的ショックに起因する体や心の変調をはじめ、捜査や裁判

の過程における精神的･時間的負担、医療費の負担や失業等による経済的な困窮、

取材や報道によるプライバシーの侵害等からくる深刻なストレス等、さまざま

な問題（二次的被害）に苦しんでいます。 

 「市民意識調査」によると、「あなたは犯罪被害者やその家族に関する人権上

の問題について、特に問題となっているのはどのようなことだと思いますか」と

いう設問に対し、「犯罪行為によって精神的負担を受ける」５２．６％、「報道に

よってプライバシーに関することが公表されたり、取材によって私生活の平穏

が保てなくなる」４６．６％、「事件のことに関して、周囲にうわさ話をされる」

４３．９％という結果になっています。 

 この内容は、鳥取県の過去の県民意識調査においても繰り返し出てきている

問題です。 

 今後は、犯罪被害者及びその家族の人権が尊重される社会を実現するため、社

会全体で支え合うことのできる体制を構築し、関係機関や関係団体と当事者及

びその家族等の心情や立場について理解を深めるための啓発活動を積極的に取

り組む必要があります。 

（２）施策の推進方針 

 「市民意識調査」の結果を踏まえ、家庭、学校、職場、地域社会で犯罪被害者

を支援していくという意識を醸成できるよう、講演会やパネル展示、チラシやポ

スターなどによる啓発に努めるとともに、「とっとり被害者支援センター」や「犯

罪被害者支援ネットワーク」と連携して相談やサポートに努めます。 


